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の 2通見つかった遺言
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:父の遺産を整理していたところ、仏壇

から自筆証書の遺言がでてきました。

父は生前、公証人役場で遺言を作っている

のですが、自筆証書遺言と公正証書遺言があ

る場合には、公正証書遺言が有効になるので

しようか。
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【解説】

日付が新しいものが優先されます。

遺言というのは、遺言者の最終の意思表示

として尊重され、法的効力を持つものです。

したがって、遺言書が2通ある場合には、遺

言書の日付が新しいものが優先し、古い遺言

書は撤回されたものとされます。

ただ、後の遺言書が優先されるのは、 前 の

遺言書と異なる処分の仕方をしている場合に

限られます。つまり、後の遺言書で前の遺言

書が変更されたとみなされるわけです。

もちろん、作成時期の異なる2通の遺言書

であっても、異なる事項についての内容であ

るならば、両方の遺言書に効力があることは

当然です。

また、遺言の方式には、自筆証書や公正証

書、秘密証書などの方式がありますが、方式

による効力の優劣はありません。それぞれの

遺言書が有効でなければならないことはいう

までもありませんが、有効であれば、公正証

書遺言であっても自筆証書遺言であっても優

劣はありません。つまり、作成の時期だけを

比べて、新しい遺言書が優先することになり

ます 0
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